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別  紙              

 

         議 事 の 経 過  

 

第 一 日  平 成 二 十 六 年 三 月 四 日      開 会  午 前 十 時 ０ ０ 分  

 

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

み な さ ん 、 お は よ う ご ざ い ま す 。  

開 会 前 に 、 報 告 事 項 が あ り ま す の で 事 務 局 か ら 報 告 さ せ ま す 。  

○ 事 務 局 長 ( 佐 々 木 克 治 君 )  

 十 一 番 、 佐 々 木 政 美 議 員 か ら 所 用 の た め 欠 席 す る 旨 の 届 出 が あ り ま し た の で 、 ご 報

告 い た し ま す 。 以 上 で ご ざ い ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  た だ 今 の 出 席 議 員 数 は 、 十 三 名 で あ り ま す 。  

定 足 数 に 達 し て お り ま す の で 、 た だ 今 か ら 平 成 二 十 六 年 第 一 回 藤 崎 町 議 会 定  

例 会 を 開 会 い た し ま す 。  

   こ れ か ら 、 本 日 の 会 議 を 開 き ま す 。  

  日 程 第 一 、 会 議 録 署 名 者 の 指 名 を 行 い ま す 。  

会 議 規 則 第 百 二 十 二 条 の 規 定 に よ り 会 議 録 署 名 者 は 、  

六  番  小  野   稔   君   

七  番  藤  林  公  正  君   

八  番  吉  村  忠  男  君  を 指 名 い た し ま す 。  

日 程 第 二 、 会 期 の 決 定 を 議 題 と い た し ま す 。  

本 定 例 会 の 会 期 及 び 会 期 日 程 に つ い て は 、 議 会 運 営 委 員 会 で 審 議 い た し ま し  
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た の で 、 議 会 運 営 委 員 長 か ら 報 告 を 求 め ま す 。  

奈 良 岡 文 英 議 会 運 営 委 員 長 。  

［ 議 会 運 営 委 員 長  奈 良 岡 文 英 君  登 壇 ］  

○ 議 会 運 営 委 員 長 （ 奈 良 岡 文 英 君 ）  

み な さ ん お は よ う ご ざ い ま す 。  

た だ 今 か ら 議 会 運 営 委 員 会 で 審 議 い た し ま し た 結 果 を ご 報 告 申 し 上 げ ま す 。  

去 る 二 月 二 十 八 日 、 午 前 十 時 か ら 小 会 議 室 に お い て 、 地 方 自 治 法 第 百 九 条 第 三 項

第 一 号 の 所 管 事 務 調 査 の た め 議 会 運 営 委 員 会 を 開 催 し 、平 成 二 十 六 年 第 一 回 藤 崎

町 議 会 定 例 会 の 会 期 及 び 会 期 日 程 に つ い て 各 委 員 の 意 見 を 十 分 尊 重 の う え 、慎 重

に 審 議 い た し ま し た と こ ろ 、 会 期 は 本 日 か ら 三 月 十 三 日 ま で の 十 日 間 と し 、 会 期

日 程 に つ い て は お 手 元 に 配 布 し て お り ま す と お り  

三 月 四 日 は 、 開 会 ・ 会 議 録 署 名 者 指 名 ・ 会 期 の 決 定 ・ 諸 般 の 報 告 ・ 町 長 提 案 理 由 説

明 ・ 予 算 特 別 委 員 会 設 置 ・ 議 案 （ 請 願 ） 審 議 ・ 採 決  

三 月 五 日 ・ 六 日 は 、 議 案 熟 考 の た め 休 会  

三 月 七 日 は 、 町 政 に 対 す る 一 般 質 問  

三 月 八 日 ・ 九 日 は 、 休 日 及 び 日 曜 日 の た め 休 会  

三 月 十 日 は 、 各 常 任 委 員 会 開 催 の た め 休 会  

三 月 十 一 日 ・ 十 二 日 は 、 予 算 特 別 委 員 会 の た め 休 会  

三 月 十 三 日 は 、 議 案 審 議 ・ 採 決 ・ 常 任 委 員 会 報 告 ・ 閉 会  

以 上 の と お り 議 会 運 営 委 員 会 で 決 定 い た し ま し た こ と を 、 ご 報 告 申 し 上 げ ま  

す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  お 諮 り い た し ま す 。  

た だ 今 、 議 会 運 営 委 員 長 か ら 報 告 が あ り ま し た と お り 、 本 定 例 会 の 会 期 は 本  
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日 か ら 三 月 十 三 日 ま で の 十 日 間 と し 、 休 会 日 は お 手 元 に 配 布 し て あ り ま す 日 程  

表 の と お り に し た い と 思 い ま す 。  

こ れ に 、 ご 異 議 あ り ま せ ん か 。  

（ 「 異 議 な し 」 の 声 あ り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

異 議 な し と 認 め ま す 。  

   よ っ て 、 会 期 は 本 日 か ら 三 月 十 三 日 ま で の 十 日 間 に 決 定 い た し ま し た 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

日 程 第 三 、 諸 般 の 報 告 を 行 い ま す 。  

議 案 等 の 受 理 事 項 に つ い て は 朗 読 を 省 略 し 、 お 手 元 に 配 布 し て あ り ま す 印 刷  

物 に よ り ご 了 承 願 い ま す 。  

 次 に 、 平 成 二 十 六 年 二 月 六 日 付 け 青 森 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 告 示 第 二 号 で 、

青 森 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 議 会 の 議 員 選 挙 に お い て 、 八 戸 市 長  小  林      

眞  氏 が 当 選 の 告 示 を さ れ ま し た こ と を ご 報 告 い た し ま す 。  

次 に 代 表 監 査 委 員 か ら 監 査 報 告 を 求 め ま す 。  

神 忠 勝 代 表 監 査 委 員 。  

［ 代 表 監 査 委 員  神 忠 勝 君  登 壇 ］  

○ 代 表 監 査 委 員 （ 神 忠 勝 君 ）  

お は よ う ご ざ い ま す 。  

監 査 報 告 を 申 し 上 げ ま す 。  

例 月 出 納 検 査 に つ い て は 、 去 る 二 月 二 十 四 日 、 二 十 六 日 及 び 二 十 七 日 の 三 日 間 に

わ た り 、 一 月 分 の 各 会 計 の 収 入 ・ 支 出 に つ い て 、 出 納 関 係 諸 帳 簿 並 び に 支 出 に 関 す

る 証 書 類 等 を 照 合 監 査 い た し ま し た と こ ろ 、 適 正 か つ 正 確 に 処 理 さ れ て お り 異 常 な

い も の と 認 め ま し た 。  



- 4 - 

 以 上 で あ り ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  監 査 報 告 が 終 わ り ま し た 。  

こ れ で 諸 般 の 報 告 を 終 わ り ま す 。  

日 程 第 四 、 議 案 第 三 号 か ら 議 案 第 三 十 二 号 ま で を 一 括 上 程 し 、 町 長 か ら 提 案 理 由

の 説 明 を 求 め ま す 。   

町 長 平 田 博 幸 君 。  

［ 町 長  平 田 博 幸 君  登 壇 ］  

○ 町 長 （ 平 田 博 幸 君 ）  

  み な さ ん お は よ う ご ざ い ま す  

（ 提 案 理 由 の 説 明  別 紙 の と お り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  日 程 第 五 、 予 算 特 別 委 員 会 設 置 の 件 を 議 題 と い た し ま す 。  

  お 諮 り い た し ま す 。  

  本 定 例 会 は 、 平 成 二 十 六 年 度 の 各 会 計 予 算 案 が 提 案 さ れ て お り ま す の で 、 議 員 全

員 の 委 員 を も っ て 構 成 す る 予 算 特 別 委 員 会 を 設 置 し 、 議 案 第 二 十 七 号 か ら 議 案 第 三

十 二 号 ま で を 、 こ れ に 付 託 の う え 、 審 査 す る こ と に い た し た い と 思 い ま す 。  

  こ れ に 、 ご 異 議 あ り ま せ ん か 。  

（ 「 異 議 な し 」 の 声 あ り ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  異 議 な し と 認 め ま す 。  

  よ っ て 、 本 件 に つ い て は 、 議 員 全 員 の 委 員 を も っ て 構 成 す る 予 算 特 別 委 員 会 を 設

置 し 、 議 案 第 二 十 七 号 か ら 議 案 第 三 十 二 号 ま で を 、 こ れ に 付 託 の う え 、 審 査 す る こ

と に 決 定 い た し ま し た 。  
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○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  日 程 第 六 、 請 願 第 一 号  特 定 秘 密 保 護 法 の 撤 廃 を 求 め る 意 見 書 採 択 の 請 願  を 議

題 と い た し ま す 。  

  請 願 第 一 号 の 紹 介 議 員 の  浅 利 直 志  君 か ら 、 趣 旨 説 明 を 求 め ま す 。  

浅 利 直 志 君 。   

〔 浅 利 直 志 君   登 壇 〕  

○ 十 三 番 （ 浅 利 直 志 君 ）   

  あ ら た め ま し て 、 お は よ う ご ざ い ま す 。  

  特 定 秘 密 保 護 法 の 撤 廃 を 求 め る 意 見 書 採 択 を 是 非 お 願 い し た い と 思 い ま す 。  

  趣 旨 説 明 を い た し た い と 思 い ま す 。  

  本 、 請 願 の 提 出 者 は 青 森 市 大 野 字 若 宮 百 六 十 五 の 十 九 、 青 森 県 労 働 組 合 総 連 合 、

議 長 、 奥 村 榮 様 で あ り ま す 。 請 願 事 項 と し ま し て は 、 特 定 秘 密 保 護 法 の 撤 廃 を 求 め

る 意 見 書 を 採 択 し て 頂 き た い と 言 う こ と で す 。  

  請 願 の 趣 旨 に つ い て は 、 み な さ ん の お 手 元 に 配 布 し て お り ま す 資 料 の 二 枚 目 の 方

で す ね 、 特 定 秘 密 の 保 護 に 関 す る 法 律 の 撤 廃 を 求 め る 意 見 書 案 を 元 に 、 趣 旨 説 明 を

し た い と 思 い ま す 。 先 の 百 八 十 五 回 臨 時 国 会 に お い て 特 定 秘 密 の 保 護 に 関 す る 法 律

が 可 決 、 成 立 し ま し た 。 日 本 国 憲 法 が 保 障 し て い る 基 本 的 人 権 を 脅 か す 重 要 な 法 律

を わ ず か 一 ヶ 月 余 り で 十 分 な 審 議 の 時 間 を 保 障 し な い ま ま 、 多 く の 国 民 が 反 対 し て

い る 声 を 無 視 し て 、 民 主 主 義 の ル ー ル も か な ぐ り 捨 て 強 行 し た こ と は 許 さ れ る こ と

で は あ り ま せ ん 。 同 法 は 特 定 の 情 報 を 政 府 が 恣 意 的 に 秘 密 指 定 す る こ と が で き 、 国

民 に は 何 が 秘 密 な の か 明 ら か に せ ず 、 そ の 情 報 を 入 手 し た り 、 報 道 す れ ば 処 罰 さ れ

た り 、 公 務 員 や 民 間 人 が 軍 事 ・ 外 交 な ど の 情 報 を 漏 ら す と 罰 せ ら れ る な ど 、 国 民 の

知 る 権 利 が 大 幅 に 制 限 さ れ る も の で あ り ま す 。 そ れ ゆ え に 、 マ ス コ ミ 、 演 劇 界 、 芸

術 家 、 法 曹 界 、 宗 教 界 、 学 者 、 文 化 人 な ど か ら 反 対 ・ 危 惧 す る 声 が 澎 湃 と し て 沸 き
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起 こ っ た も の で あ り ま す 。 さ ら に 国 民 が 不 安 に 思 っ て い る こ と は 、 外 部 か ら の チ ェ

ッ ク 機 能 が き わ め て 不 十 分 な こ と で あ り ま す 。 安 部 首 相 は 秘 密 指 定 な ど の 妥 当 性 を

チ ェ ッ ク す る 保 全 監 視 委 員 会 を 昨 年 十 二 月 に 設 置 し 、 秘 密 指 定 ・ 解 除 の 統 一 基 準 を

策 定 す る 情 報 保 全 諮 問 会 議 を 一 月 に 設 置 し ま し た 。 い ず れ も 政 府 内 に 置 か れ 、 保 全

監 視 委 員 会 は 各 省 庁 の 事 務 次 官 級 で 構 成 さ れ る と い う こ と で あ り ま す 。 情 報 保 全 諮

問 会 議 は 会 議 、 議 事 録 も 非 公 開 だ と い う こ と で す 。 こ れ で は 第 三 者 に よ る チ ェ ッ ク

機 能 を 果 た せ ず 、 透 明 性 の 確 保 も で き な い こ と は 明 ら か で あ り ま す 。 く わ え て 秘 密

の 指 定 期 間 が 六 十 年 間 、 情 報 の 重 要 性 に よ っ て は 例 外 が 設 け ら れ る な ど 、 国 民 に は

半 永 久 的 に 秘 密 に さ れ る こ と に な り ま す 。 青 森 県 に は 三 沢 米 軍 基 地 や 原 子 力 関 連 施

設 が 多 く 、 重 要 な 情 報 が 秘 密 指 定 さ れ る 可 能 性 が あ り 、 透 明 性 が 求 め ら れ て い る と

こ ろ で あ り ま す 。  

  同 法 が 、 知 る 権 利 、 表 現 の 自 由 、 取 材 の 自 由 を 制 限 す る こ と か ら 、 法 案 成 立 後 も

全 国 各 地 で 同 法 廃 止 を 求 め る 運 動 が 展 開 さ れ て い ま す 。 世 論 調 査 で も 、 特 定 秘 密 法

保 護 反 対 六 十 ・ 三 パ ー セ ン ト （ 十 二 月 十 日 、 共 同 通 信 ） 、 特 定 秘 密 保 護 法 廃 止 ・ 修

正 七 十 四 ・ 八 パ ー セ ン ト （ 一 月 二 十 八 日 、 朝 日 新 聞 ） 、 と な っ て い ま す 。  

  よ っ て 、 国 会 、 政 府 に お か れ て は 、 日 本 国 憲 法 が 保 障 す る 国 民 の 知 る 権 利 、 表 現

の 自 由 を 守 る 立 場 か ら 特 定 秘 密 の 保 護 に 関 す る 法 律 を 実 施 前 に 撤 廃 さ れ る よ う に

強 く 求 め る も の で あ り ま す 。  

  以 上 が 趣 旨 説 明 で ご ざ い ま す の で 、 な に と ぞ 議 員 各 位 の ご 賛 同 を よ ろ し く お 願 い

し た い と 思 い ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  こ れ か ら 質 疑 を 行 い ま す 。  

（ 「 な し 」 の 声 あ り ）  

  質 疑 な し と 認 め ま す 。  
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  こ れ か ら 討 論 を 行 い ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  小 野 稔 君 。  

○ 六 番 （ 小 野 稔 君 ）  

  今 回 上 げ ら れ ま し た 特 定 秘 密 保 護 法 の 撤 廃 を 求 め る 意 見 書 提 出 に 関 し て 、 反 対 す

る も の で あ り ま す 。 な ぜ な ら ば 、 日 本 は 今 ま で ス パ イ 防 止 法 と か そ う い う 法 律 は な

く 、 ス パ イ 天 国 と 言 わ れ て い る 国 で あ り ま す 。 そ う い う 中 に お い て 今 回 こ の 法 律 が

で き た こ と に よ り 、 そ う い う も の を 保 護 す る こ と が で き 、 ス パ イ ま た こ の 中 に 書 い

て あ り ま す と お り 情 報 を 入 手 す る た め 私 た ち 一 般 国 民 に と っ て は ふ だ ん 何 も 関 係

な い よ う な 、 そ う い う も の が 主 な も の で あ り ま す の で こ の 法 律 に 今 回 こ う い う 意 見

書 を 出 す こ と に 反 対 す る も の で あ り ま す 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  次 に こ の 請 願 に 賛 成 者 の 発 言 を 求 め ま す 。  

  ほ か に 討 論 は あ り ま せ ん か 。  

 （ 「 な し 」 の 声 あ り ）  

こ れ で 討 論 を お わ り ま す 。  

  こ れ か ら 、 請 願 第 一 号 を 採 決 い た し ま す 。  

  こ の 採 決 は 起 立 に よ っ て 行 い ま す 。  

  請 願 第 一 号 を 、 採 択 す る こ と に 賛 成 の 方 は 起 立 を 願 い ま す 。  

（ 賛 成 者 起 立 ）  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  

  起 立 少 数 で あ り ま す 。  

  よ っ て 、 請 願 第 一 号 は 不 採 択 と す る こ と に 決 定 い た し ま し た 。  

○ 議 長 （ 野 呂 日 出 男 君 ）  
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こ れ を も っ て 、 本 日 の 日 程 は 終 了 い た し ま し た 。  

本 日 は 、 こ れ に て 散 会 い た し ま す 。  

ご く ろ う さ ま で し た 。  

 

                                 

                    散 会  午 前 十 時 五 十 八 分  


